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セキュアマーケティングカメラ契約約款  
  

第１条（約款の適用）  
セキュアマーケティングカメラ契約約款（以下、「本約款」といいます）は、キャンシステム株式会社

（以下「当社」といいます）のセキュアマーケティングカメラサービス（以下、「本サービス」といいま
す）を、当社と有料利用契約を締結した契約者が利用することに関し適用されるものとします。  

  
  

第２条（約款の変更）  
1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができるものとします。 
① 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。 
② 本約款の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更

の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 
2. 当社は前項による本約款の変更にあたり、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効

力発生日を、効力発生日の 1 ヶ月前までに当社ウェブサイトに掲示するものとします。 
3. 変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変

更に同意したものとみなします。  
 

第３条（用語の定義）  
本約款で使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。  

用語  用語の定義  

電気通信設備  電気通信を行うための機器及び付帯する通信回線  

電気通信契約  電気通信設備を利用して、電気通信を行う為に別途電気通信事業者と契約する契
約  

対応ハードウェア  
本サービスを利用するために必要な機能を搭載した、当社が指定するネットワー
クカメラ等の機器  

録画データ  対応ハードウェアを通じて撮影された動画、静止画、音声、ログ、その他のデー
タの総称  

利用契約  
本サービスの提供を受けるため、本約款に同意の上、当社が別途定める方法にて
本サービスの利用申込みを行い当社が承諾することで成立する契約  

契約者  当社と利用契約を締結した者  

ライセンス  本サービスに接続する対応ハードウェアの数量に対して発行される契約単位  

アクティベート  ライセンスの有効化  

認証情報  
録画データ及び対応ハードウェアの映像データを閲覧する為に必要な利用契約ま
たはライセンスに紐づく映像閲覧画面のアドレス、ID、パスワード等の認証情報  
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第４条（業務の委託）  
当社は、本サービスを円滑に提供するために、業務の一部を当社が別途指定する機関（以下「代行機

関」といいます）に委託することがあります。  
  

第５条（契約の申込方法）  
本サービスの利用申込にあたっては、本約款に同意の上で、当社または代行機関所定の利用申込書に所

定の事項を記入の上、当社または代行機関に提出するものとします。  
  

第６条（契約の成立）  
1. 契約は、利用申込みを行う者が前条の規定に基づき、本サービスの利用申込書を当社または代行機

関に提出し、当社がその利用申込を承諾した日に成立します。  
2. 当社は、契約の申込があった場合でも、次のいずれかの場合には利用申込を承諾しないことがあり

ます。  
① 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある場合。  
② 利用申込書に虚偽の事実を記載したことが判明した場合。  
③ 本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合。  
④ 利用申込を行う者が、当社または代行機関の商標権を侵害したこと等がある場合。  
⑤ その他利用申込を行う者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると

認められる相当な理由がある場合。  
⑥ その他、当社が本サービスの利用申込みを適当でないと判断した場合。  

3. 申込時に提出したライセンス数(接続台数)、プラン(録画日数及びビットレート)、利用先施設情
報、請求先情報、支払方法ほか、利用申込書記載事項の変更を行う場合、契約者は当社が別に定め
る方法により、当社または代行機関に変更の届け出を行うものとし、当社の請求に従い、別紙１に
定める「契約内容変更手数料」及び「Agent Box 再設定手数料」を支払うものとします。当社は契
約者から変更の届け出があった場合、その届け出に対して前項各号の規定を準用します。なお、契
約者が当社の定める方法により変更手続きを行わなかったことにより損害を生じた場合、当社は一
切の責任を負わないものとします。  

4. 利用申込書に記載した内容あるいは契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約の定め
が本約款の定めと異なる場合は、利用申込書に記載した内容あるいは別に締結した本サービスの利
用契約の定めを本約款に優先するものとします。  

5. 本サービスは日本国内のサービス提供に限るものとします。  
  

第７条（メンテナンス）  
1. 本サービスを受けるにあたり、何らかの障害があった場合、契約者は当社または代行機関に連絡す

るものとします。契約者からの申し出によって、本サービスの利用に関わる当社設備に何らかの異
常があることが確認できた場合、当社は自己の責任において必要な措置を講ずるものとします。た
だし、異常が契約者による本サービスの取り扱いに起因する場合、または天災、事変、騒乱等の不
可抗力、その他当社および代行機関の責に帰すことのできない事由については、当社または代行機
関が故障原因の調査または措置に要した費用は契約者の負担とします。  



  3    

2. 当社は本サービスの運営に関わる当社設備の不具合、メンテナンスその他やむを得ない事情により
本サービスの提供を休止することがあります。  

3. 前項の当社設備のメンテナンスを行う場合、当社は事前に当社が別途指定する方法にて契約者に通
知するものとします。ただし、当社が予期せぬ不具合等に起因し、緊急にメンテナンスを行う場合
に於いてはこの限りではありません。  
  

第８条（電気通信設備、電気通信契約）  
本サービスの利用に必要となる対応ハードウェア及び電気通信設備並びに電気通信契約は契約者が自己

の費用負担に於いて用意するものとします。ただし、対応ハードウェアについては、第 20 条に基づき当
社から買い受け又は借り受けることができるものとします。  

  

第９条（免責事項）  
1. 当社は、以下の場合については損害賠償および復旧等の責を免れるものとします。  

① 天災、事変、騒乱およびその他不可抗力に起因する本サービスの障害。  
② 当社の責に帰さない事由による本サービスの障害。  
③ 当社の責ないし予見の有無によらず、契約者の逸失利益、間接的付随的損害その他の拡大的損

害。  
④ 台風、地震、落雷等の自然災害に起因する当社設備による契約者の動産、不動産に対する損害。  
⑤ 契約者が別途利用する電気通信設備または電気通信契約を起因とする損害。  
⑥ 対応ハードウェアの自動ソフトウェアアップデート等に起因する損害。  
⑦ 対応ハードウェア以外の製品を利用して本サービスへ接続することに起因する損害。  

2. 本サービスで利用する対応ハードウェアにて送信する録画データには、被写体のプライバシー、肖
像権などにかかるデータが含まれる場合があります。対応ハードウェアを利用した撮影につきまし
ては、契約者の責において、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮の上、撮影するものとしま
す。契約者と第三者との間で、当該権利などに関する争議等が生じた場合、契約者は自己の責任と
費用を以て解決するものとします。  

3. 本サービスにおいて、対応ハードウェアより送信された録画データは、電気通信設備や当社設備、
電気通信の経路に於ける各種設備の不具合、障害等に起因して消失する可能性があります。当社は
録画データ等の消失に関して、復元は行いません。また、録画データの消失に起因する損害の補償
を免れるものとします。  

4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責
任を負わないものとします。  

  

第１０条（認証情報の管理責任）  
1. 契約者は、認証情報の管理責任を負うものとします。  
2. 契約者は、認証情報を第三者に利用させる行為、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはな

らないものとします。  
3. 契約者は、第三者の認証情報を利用、借用、譲受、購入等をしてはならないものとします。  
4. 認証情報の紛失、漏洩、盗難等の管理不十分、第三者による不正使用、又は契約者の使用上の過誤

等により発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。  
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5. 認証情報の内、パスワードは契約者の責任に於いて一定期間毎に変更し、漏洩、盗難、不正使用等
に対する予防措置を講ずるものとします。  

6. 認証情報の漏洩、紛失、不正使用等の発生が確認できた場合、当社は直ちに認証情報の無効化措置
を講ずることができるものとします。また、契約者が認証情報の紛失、漏洩、盗難、不正使用等の
発生を確認した場合、直ちに当社へ所定の手段で報告するものとし、当社の指示に従い認証情報の
変更を申請するものとします。  

7. 認証情報は、利用契約の終了時に失効するものとします。  
8. 当社は、本サービスのセキュリティ向上の為、自ら必要と認めた場合、認証情報の組み合わせ方

法、桁数、その他認証方法を含めた認証情報の一部または全部を変更することが出来るものとしま
す。  

  

第１１条（料金の支払い義務）  
1. 当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用およ

び月額費用（以下、「利用料金」といいます）並びにこれに対する消費税相当額を利用申込書また
は契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法に基づき当該サービス
を利用した当月に請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当
社又は代行機関に支払うものとします。  

2. 第 20 条により、対応ハードウェアの貸与がある場合、契約者は、利用申込書記載の部材月額費用
（貸与）を、前項に定める利用料金に含めて支払うものとします。  

3. 利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月の翌月（以下、「課金開始月」とい
う）から契約の終了した日の属する月まで、発生するものとします。  

4. 利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします。  
5. 本条第１項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変

更することがあります。  
6. 第２条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金

と改定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金
値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものと
し、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め
合意するものとします。  

7. 本サービスの利用料金は１ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません。  
8. 当社は、支払われた利用料金を本約款に特段の定めがある場合を除き、契約者に返還いたしませ

ん。  
  

第１２条（遅延損害金）  
契約者は利用料金またはその他の債務の支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日

の翌日から実際に支払いのあった日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で得た額を遅延損害金
として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合はこの
限りではありません。  
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第１３条（債権の譲渡）  
1. 当社は、利用料金その他、契約者に対し当社が有する債権の全部または一部を第三者に譲渡するこ

とがあります。  
2. 当社は、前項により債権の譲渡を行う場合、予め当社所定の方法により契約者に通知します。  
  

第１４条（契約の有効期間）  
1. 利用契約の契約期間は、第１１条 3 項に規定する課金開始月の 1 日から 2 年後の月末日までとし

ます。ただし、期間満了日の 1 ヶ月前までに契約者または当社から更新しない旨の文書による意
思表示がない場合、利用契約は同一条件で更に 2 年間自動的に更新されるものとし、以降も同様
とします。  

2. 当社が契約者との間で第１１条 3 項の規定と異なる課金開始月を定めた場合、利用契約の有効期
間は定められた課金開始月の初日から 2 年後の月末日までとします。契約満了時の取り扱いは前
項に準ずるものとします。  

3. 第１５条に定める一時提供休止が適用された場合、利用契約の有効期間は休止期間分延長される
ものとします。  

  

第１５条（一時提供休止）  
1. 当社は、以下の各号により契約者の求めに応じて、契約者への本サービスの提供を一時休止しま

す。  
① 当社所定の方法で一時提供休止を、休止を希望する月の前々月末日までに、当社または代行機関

に通知すること。  
② 一時提供休止の開始日がいずれかの月の初日であり、一時提供休止の終了日がいずれかの月の末

日 
(1 ヶ月単位)であること。  

③ 一時提供休止の期間が 6 ヶ月を超えない月単位であり、期間を定めていること。  
④ 別紙に定める「一時提供休止手数料」を当社又は代行機関に支払うこと。  

2. 契約者は、事前に当社または代行機関に通知した一時提供休止期間と異なる期間で一時提供休止を
終了し本サービスの提供再開を希望する場合、または一時提供休止期間の延長を希望する場合、当
社所定の方法で当社または代行機関に通知するものとします。なお、当社は一時提供休止期間の延
長を受諾しない場合があります。  

3. 当社は、一時提供休止を開始した月から提供を再開した月の前月までの利用料金を契約者に請求し
ませ 
ん。  

4. 当社が前項の利用料金を請求しない期間に相当する利用料金を契約者が前払いしている場合、当社
は当該前払い利用料金を提供再開後の利用料金に充当するものとし、契約者への返還はいたしませ
ん。  

5. 本条第 2 項による一時提供休止期間の延長もしくは、再開後の再休止により初めの一時提供休止開
始月から 12 ヶ月以内に、累積した休止期間が 6 ヶ月を超えた場合、当社又は代行機関は本サービ
スの提供を再開し、再開月からの利用料金を契約者に請求します。  

6. 契約者は、一時提供休止期間中も第１０条の認証情報の管理責任を負うものとします。  
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7. 契約者は、対応ハードウェアの貸与を受けている場合、一時提供休止期間においても第 20 条第 3
項の定めを順守するものとします。  

  

第１６条（契約者が行う解約）  
1. 契約者が本サービスの解約を行う場合は、解約を希望する日が属する月の前々月末日までに当社の

定める所定の書式による文書によって、当社又は代行機関に通知するものとします。  
2. 前項の解約通知は契約者本人が行うものとし、当社は契約者以外からの解約通知を一切受け付けま

せん。  
3. 契約者が本サービスの解約を行う場合、契約者は別紙に定める「解約違約金」を支払うものとしま

す。  
  

第１７条（契約の解除等）  
1. 当社又は代行機関は、契約者が次の各号に該当した場合、何ら催告なくして、契約者に対する本サ

ービスを停止して利用契約を解除できるものとします。  
① 利用契約に基づき発生した債務の全部、又は一部について不履行があり、相当の期間を定めた催

告を受けたにも関わらず当該期間内に履行しない場合。  
② 当社に届け出た事項に変更があり、その変更の届け出を速やかに行わない場合、また変更後の内

容が本約款に違反する場合。  
③ 自己の振出した手形、または小切手が不渡りとなった場合。  
④ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合。  
⑤ 第三者より仮差押、仮処分、または強制執行を受けた場合。  
⑥ 破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立があった場合。  
⑦ 解散の決議をした場合。  
⑧ その他信用状況が悪化、またはその恐れがある場合に、担保の差入要請に応じなかった場合。  
⑨ 第 19 条に定める禁止事項を行った場合。  
⑩ その他本約款に違反した場合。  

2. 前項により当社が利用契約を解除した場合、契約者は当社に別紙に定める「解約違約金」を支払う
ものとします。  

また、当社は契約者が利用料金の前払いをしていた場合であっても、契約者にこれを返還いたしませ
ん。  

3. 当社又は代行機関によって、利用契約を解除された者が、再び本サービスの提供を希望する場合
は、利用契約を解除された原因を除去した後に、新たに所定の利用申込みをする必要があります。  

4. 当社は本条に於いて定める契約の解除を行った場合であっても、当該契約者に対する損害賠償請求
権を失わないものとします。  
  

第１８条（本サービスの変更又は廃止）  
1. 当社は、業務上の都合により、本サービスの機能の一部又は全部を変更する場合があります。  
2. 当社は、本サービスを提供することが客観的に困難な事態が生じた場合、本サービスの一部又は全

部を廃止する場合があります。  
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3. 当社は、3 ヶ月以上前までに契約者に通知することによって、本サービスを廃止することが出来る
ものとします。  

4. 当社は本条に定める本サービスの変更又は廃止によって契約者に生じた損害について、一切の責任
を負いません。  
  

第１９条（禁止事項）  
契約者は、本サービスの利用にあたって次の各項に該当する事項(以下、「禁止事項」といいます)を行

ってはならない。当社は、契約者が禁止事項を行ったことを発見した場合、契約者による本サービスの利
用を停止できるものとします。なお、当社は契約者が行った禁止事項により損害を被った場合は、契約者
に賠償を求めることができるものとします。  

① 本約款および利用申込書記載事項に反する方法で、本サービスの提供を不正に受けること、また
受けようとすること。  

② 本サービスの運営を妨げる行為。  
③ 他の契約者に障害が生じる、又はその恐れがある行為。  
④ その他法令に違反し、又は当社が不適切と判断する行為。  

  
  

第２０条（機器の提供）  
1. 当社は、契約者の求めに応じて、対応ハードウェアを販売又は貸与する場合があります。  
2. 前項の販売を当社が行う場合、契約者と当社間の機器の売買契約は別途の売買契約約款に基づき本

サービスの利用申込書の提出によって成立するものとします。  
3. 本条第１項の貸与を当社が行う場合、契約者は善良な管理者の注意を以って、当社より貸与を受け

る対応ハードウェアを維持管理し、本サービスの利用以外の目的に利用してはならないものとしま
す。また、契約者は、貸与された対応ハードウェアに関し、以下の行為を行ってはならないものと
します。  

① 第三者への譲渡、質入れ、転売、その他の処分  
② 分解、解析、改造、改変及びそれに準ずる行為  
③ 損壊、破棄、著しい汚損（シール貼付、削切、着色など）及びそれに準ずる行為  
④ 盗難を含む紛失、滅失など  
⑤ 不正使用、説明書に記載された禁止事項に該当する行為  
⑥ 日本国外への持ち出し  

4. 契約者が前項の禁止行為を行ったことを当社が確認した場合、当社は契約者に対し、損害の賠償を
請求できるものとします。  

5. 本サービスの契約が解除又は解約された場合、契約者は当社より貸与を受ける対応ハードウェアを
当社に返還するものとします。  

6. 本サービスの契約終了から、前項の返還までに貸与を受けた対応ハードウェアの故障等が発生した
場合、当該対応ハードウェアの修理費用は契約者の負担とします。  

7. 本条第 5 項の返還が不可能となった場合、契約者は速やかに当社に対してその旨を通知するものと
し、返還が不可能となった当該対応ハードウェア毎に別紙１に定める「Agent Box 紛失手数料」を
支払うものとします。  
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8. 本条により貸与する対応ハードウェアにかかる所有権等一切の権利は当社に帰属し、本約款に定め
るもののほか、当該貸与により、契約者がいかなる権利も有するものでないことを確認します。  

  

第２１条（個人情報の保護）  
1. 契約者の個人情報の取り扱いについて、当社は契約者から本サービスの利用申込みにあたり提出さ

れた個人情報を、当社の個人情報保護方針（http://www.cansystem.co.jp/company/privacy/）に従
い適正に取り扱います。  

2. 当社は、当社サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、次の各号の場合を除き契約
者以外の者に開示又は漏洩しないものとします。  

① 法令に基づく場合。  
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難な場合。  
③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難な場合。  
④ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を
及ぼすおそれがあるとき。  

⑤ お客様の個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先又は提携先に対
し、必要な業務を委託する目的でお客様の個人情報を提供する場合。  

⑥ その他任意に契約者の同意を得たうえでお客様の個人情報を開示又は利用する場合。  
  

第２２条（個人情報の使用目的）  
当社は、契約者が利用申込書等に記載して知り得た契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等

の情報を、以下の目的で使用する場合があります。契約者の事前の承諾なく、以下の目的以外に使用はい
たしません。  

① 本サービスの契約の締結、継続、変更、解約に関すること。  
② 本サービスのカスタマーサポート、テクニカルサポートの提供。  
③ 当社および第三者のサービスにおける商品／サービスの案内、キャンペーン情報（含む広告、宣

伝）のご提供、販売の勧誘（電話、郵送、メール等の方法による）。  
④ 当社サービスにおける新商品／新サービスの開発のための意見や感想のお願い、その他マーケテ

ィング調査への回答のお願い。  
⑤ キャンペーン情報その他特典サービスのご提供。  
⑥ 統計資料の作成。  

  

第２３条（権利の譲渡）  
契約者は、契約上の権利または義務その他契約上の地位の全部または一部について、譲渡、質入れ、賃

貸その他の処分をすることはできないものとします。  
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第２４条（契約上の地位の継承等）  
1. 契約者の契約上の地位は、会社法に基づく事業継承または法定相続等による場合で、かつ当社がそ

の継承を承諾した場合に限り、第三者に継承できるものとします。法定相続において相続人が複数
あるときは、その代表者１名を継承者とします。  

2. 契約者の契約上の地位の継承を受けることを希望する者は、速やかに当社の指定する方法で当社ま
たは代行機関に継承の事実、継承人の住所、氏名、利用料金支払い口座等の指定する事項を通知す
るものとします。  

3. 当社が契約上の地位の継承を承諾しない場合は、地位の継承を希望する者が本サービスの提供を受
けるためには、当社または代行機関に新たに利用申込みをする必要があるものとします。  

  

第２５条（通知義務）  
契約者は、利用申込書に記載した組織名、住所地、代表者氏名、電話番号、支払口座、または本サービ

ス運営に必要とされる情報について変更がある場合は、速やかに当社または代行機関が指定する方法によ
って当社または代行機関に通知するものとします。  

  

第２６条（守秘義務）  
1. 契約者、及び当社は、本サービスの利用により互いに知り得た相手方の業務上、または技術上の秘

密を第三者に漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限り
ではありません。  

① 相手方から知得する前に、既に自ら所有していた場合。  
② 相手方から知得する前に、既に公知であった場合｡  
③ 相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となった場合。  
④ 正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わずに入手した場合。  
⑤ 独自に開発したことが立証できる場合。  
⑥ 法令、または司法機関若しくは行政機関により開示が要求される場合。  

2. 前項の守秘義務は、利用契約終了後も効力を有するものとします。  
  

第２７条（暴力団等の排除）  
契約者または当社は、相手方が次のいずれかの項に反する場合に何らの催告を要せず本サービスを解除

することができるものとします。また、これにより解除した当事者に損害が生じた場合は解除を受けた当
事者が賠償するものとします。  
1. 現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力の何れにも該当しないこと。  

① 暴力団  
② 暴力団員  
③ 暴力団準構成員 ④ 暴力団関係企業  
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ  
⑥ その他、前各号に準ずるもの  

2. 現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会性勢力と親密な友好関係にある者（以下
「反社 
会性勢力等」という）と次の各号の何れにも該当する関係を有しないこと。  
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① 反社会性勢力等によって、その経営を支配されている関係  
② 反社会性勢力等が、その経営に実質的に関与している関係  
③ 反社会性勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係  
④ その他、反社会性勢力等との社会的に非難されるべき関係  

3. 相手方に対して自ら又は第三者を利用して次の各号の何れの行為もしないこと。  
① 暴力的な要求行為  
② 法的な責任を超えた不当な要求行為  
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為  
⑤ その他、前各号に準ずる行為  

  

第２８条（協議解決） 
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、契約者及び当社は誠意
をもって協議し解決するものとします。  

 

第２９条 （準拠法及び管轄裁判所）  
1. 本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。  
2. 本サービスの利用に関わる紛争については、当社本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とします。 
  

【附則】  
2016 年 9 月 5 日施行 
2017 年 3 月 1 日改定 
2021 年３月１日改定 
2021 年６月 11 日改定 
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 ＜別紙＞ 
※表記の価格は税別表記 
■プラン別利用料金等 
・録画データ保存日数、画質別月額利用料金 

保存日数 画質 512Kbps 画質 1Mbps 
７日間 1,500 円（税込み 1,650 円） 2,000 円（税込み 2,200 円） 
１５日間 2,850 円（税込み 3,135 円） 3,800 円（税込み 4,180 円） 
３１日間 5,400 円（税込み 5,940 円） 7,200 円（税込み 7,920 円） 

  ※月額費用はカメラ１台当たりとなります。 
 
・環境設定料、Agent Box 設置費用（初期費用） 

環境設定料 3,000 円（税込み 3,300 円） 
Agent Box 設置費用 15,000 円（税込み 16,500 円） 

※接続ライセンス数に対し、環境設定料は発生いたします。 
※Agent Box は契約期間中の貸与となります。 

■各種手数料 
項目 内容 手数料 

契約内容変更手数料 ライセンス毎にかかる手数料（第 6 条第 3
項） 

3,000 円（税込み 3,300 円） 

Agent Box 再設定通料 Agent Box１台毎にかかる手数料（第 6 条第 3
項） 

15,000 円（税込み 16,500 円） 

一時提供休止手数料 ライセンス毎にかかる手数料（第 15 条第 1 項
第 4 号） 

500 円(税込み 550 円) 

Agent Box 紛失手数料 Agent Box1 台毎にかかる手数料（第 20 条第 7
項） 

15,000 円（税込み 16,500 円） 

IPC-07w 紛失手数料 IPC-07ｗ1 台毎にかかる手数料（第 20 条第 7
項） 

46,500 円（税込み 51,150 円） 

 
■解約違約金 

 （利用契約に定める有効期間の残期間分の月額費用相当額）×（解約するライセンス数） 
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